
板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金交付要綱 

 

（令和６年３月１９日区長決定） 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区立特別養護老人ホームの民営化に伴い、次条第１項の法人に

対し、老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）に規定する特別養護老人ホーム（同項各号

に掲げる施設に限る。以下「特別養護老人ホーム」という。）の施設の整備に要する経費

の一部を区の予算の範囲内で補助することにより、運営法人の計画的な施設整備を促進

し、利用者サービスの維持向上を図ることを目的とする。 

 

（交付対象者） 

第２条 この補助金の交付対象は、次に掲げる施設（以下「対象施設」という。）を設置し、

特別養護老人ホームの事業を適正に運営する社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 22

条に規定する社会福祉法人（以下「法人」という。）とする。 

（１）特別養護老人ホームみどりの苑（所在地：東京都板橋区前野町五丁目９番３号） 

（２）特別養護老人ホームいずみの苑（所在地：東京都板橋区東坂下二丁目２番２２号） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは交付の対象としない。 

(１) 法人住民税を滞納している法人 

(２) 暴力団（東京都板橋区暴力団排除条例（平成 24 年東京都板橋区条例第 28 号。以下

「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(３) 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等（暴力

団並びに暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団

関係者をいう。）に該当する者があるもの。 

３ 次の各号のいずれかに該当する法人に対しては、補助金の全部又は一部を交付しない

ことができる。 

（１）老人福祉法、介護保険法（平成９年法律第 123号）、社会福祉法又はこれらの法律に

基づく命令の規定に違反したもの 

（２）社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が

実施する指導検査における行政指導（文書による指導に限る）について、度重なる指

導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの 

 

（補助金の交付対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、対象施設の躯体工

事に及ばない別表１に掲げる内容の大規模改修工事とする。 

２ この補助は、１件の契約金額が 100万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

の工事を対象とする。 

 



（補助金の交付対象費用） 

第４条 この補助金の交付対象費用は、対象施設の整備に必要な施設整備費及び特別な理

由により区長が特に必要と認めた工事費とする。ただし、次の各号に掲げる費用は対象

としない。 

（１）土地の買収又は整地に要する費用 

（２）既存建物の買収に要する費用 

（３）既存建物の解体撤去及び仮設建物に要する費用 

（４）門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用 

（５）意匠に要する費用 

（６）職員の宿舎に要する費用  

（７）その他整備費として適当と認められない費用  

 

（補助金の交付額） 

第５条 この補助金の交付額は、別表２に掲げる補助基準額と補助対象経費の実支出額を

比較して少ない方の額（ただし、総事業費からその他の収入額（移行時特別積立預金を

含む。）を控除した額がこれを下回る場合はその額）に２分の１を乗じて得た額とする。

ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

２ 前項の補助対象経費とは、施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

とする。ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対象とする費用を除き、工事

費及び工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる

購入費等を含む。 

３ 前項の工事事務費とは、工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、

消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費及び工事

請負費の 2.6％に相当する額を限度とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、区長が特に認めた場合はこの限りでない。 

 

（計画協議） 

第６条 この補助金の交付を受けようとする法人（以下「申請者」という。）は、整備計画

書に関係書類を添えて、別に定める期日までに、区長に協議しなければならない。ただ

し、協議の必要がないと区長が認めたときは、この限りでない。  

 

（交付申請） 

第７条 申請者は、交付申請書（別記第１号様式）に、関係書類を添えて、別に定める期

日までに区長に提出しなければならない。  

 

（変更交付申請） 

第８条 交付の決定後の事情変更等により、交付決定の内容を変更しようとする場合は、



変更交付申請書（別記第２号様式）に関係書類を添えて、別に定める期日までに区長に

提出しなければならない。 

 

（交付決定及び通知） 

第９条 区長は、第７条又は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

る場合は補助金の交付を決定し、補助金の交付申請又は変更交付申請を行った者（以下

「補助事業者」という。）に交付決定通知書（別記第３号様式）により通知し、適当と認

められない場合は補助金の不交付を決定し、不交付決定通知書（別記第４号様式）によ

り通知する。 

 

（補助条件） 

第 10条 補助金の交付決定には、別紙の補助条件を付すものとする。 

 

（交付時期） 

第 11条 補助金は、次条に規定する実績報告により、区長が補助事業の完了を確認し、補

助事業者が、第 14条に規定する交付請求書を区長へ提出した後に一括して交付する。た

だし、区長が特に認めた場合には、補助事業の着工を確認のうえ前もって交付すること

ができる。 

 

（実績報告） 

第 12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度

が終了したときは、速やかに実績報告書（別記第５号様式）を区長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定による提出は、別に定める日又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了

した日のいずれか早い日までに行うものとする。 

 

（補助金額の確定等） 

第 13条 区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、実績報告書の審査及び必要

に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内

容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に確定通知書（別記第６号様式）に

より通知する。 

 

（交付請求） 

第 14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、交付請求書（別記第７号様式）に、

関係書類を添えて請求するものとする。 

 



（消費税等に係る税額控除の報告） 

第 15条 補助事業者は、第１０条の規定により付された別紙の補助条件第７条に規定する

報告を、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記第８号様式）により行

うものとする。 

 

（関係書類の管理保管等） 

第16条 申請者は、補助事業に係る収入と支出の関係を明らかにした帳簿を備え、収支

の事実に係る証拠書類を整備し、補助事業の完了後５年間保管しなければならない。 

 

（準用） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び要件に関して必要な事項は、

東京都板橋区補助金等交付規則（昭和 42 年板橋区規則第３号）に定めるところによ

る。 

 

（委任） 

第18条 この要綱に定めるもののほかこの事業の施行に必要な事項は、健康生きがい部

長が定める。 

 

付 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

補助条件（第 10条関係） 

 

（民間補助金との重複禁止） 

第１条 この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付郵便葉書等寄付

金配分金又は公益財団法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受け

てはならない。 

（承認事項） 

第２条 次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければな

らない。 

（１）補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

（２）補助事業の内容のうち、次のアからエまでのいずれかを変更しようとするとき。 

  ア 建物の規模又は構造 

  イ 建物等の用途 

  ウ 入所定員又は利用定員 

  エ 工事の内容 

（ア）工期変更を伴う工事 

（イ）工法及び位置の変更を伴う工事 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（状況報告等） 

第３条 補助事業者は、補助事業の進捗状況について、定期に報告しなければならない。 

また、補助事業の適正を期する必要から報告又は帳簿書類等の提出を求められたとき

は、適切に対応しなければならない。 

（事故報告） 

第４条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を速やかに書面により区長に報告し、

その指示を受けなければならない。 

（財産処分の制限） 

第５条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、「補助事業により取

得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成 20年７月 11日厚生労働省告示第

384号）に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（財産の管理義務） 

第６条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後

においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ら

なければならない。 



（消費税仕入控除税額の報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の

場合を含む。）は、別記第８号様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年

度の翌々年度６月 30日までに区長に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（一支社、一支所等を含む。）

であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（本社、本所等を含む。）で

消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に

基づき区長へ報告を行うこと。 

また、補助事業者は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当

該仕入控除税額を区に返還しなければならない。 

（財産処分に伴う収入の納付） 

第８条 補助事業者が、区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。 

（関係書類の管理保管等） 

第９条 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておかなけれ

ばならない。 

  また、補助事業に係る支払領収書については、支払い完了後速やかに提示しなければ

ならない。 

（契約の相手方等からの資金提供の禁止） 

第 10条 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金

の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

（一括下請負の禁止） 

第 11条 補助事業を行うために締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該補

助事業を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（事情変更による決定の取り消し等） 

第 12条 この補助金の交付決定後、事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定

の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更

することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、

この限りではない。 

（補助事業の完了時期） 

第 13 条 補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度中に完了しなければならない。

ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（補助事業の遂行命令） 

第 14条 区長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行

されていないと認めるときは、補助事業を遂行することを命ずることができる。 



２ 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずるこ

とができる。 

（是正措置） 

第 15条 区長は、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがあ

る。 

２ 補助事業者は、前項の命令により必要な処置をした場合は、改めて関係書類を添えて、

実績報告書（別記第５号様式）を区長に提出しなければならない。 

（決定の取り消し） 

第 16条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことがある。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に

違反したとき。 

（４）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その

他の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額が確定した後においても適用する。 

（補助金の返還） 

第 17条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、すでに補助金

が交付されているときは、区長の指示するところにより、その補助金を返還しなければ

ならない。 

２ 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付さ

れているときは、区長の指示するところにより、その補助金を返還しなければならない。 

（違約金及び延滞金） 

第18条 区長は、前条の規定により補助金の返還を求めたときは、申請者に補助金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、補助金の額(その一部を納付した場合におけ

るその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年１０．９５パーセン

トの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付させるものと

する。 

２ 区長は、補助金の返還を求めた場合において、申請者がこれを納期日までに納付し

なかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、

年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を

納付させるものとする。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

４ 区長は、第１項又は第２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるとき



は、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。  

（違約加算金の充当） 

第19条 区長は、前条第１項の規定により違約加算金の納付を求めた場合において、申

請者の納付した金額が返還を求めた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、ま

ず当該返還を求めた補助金の額に充てるものとする。 

（延滞金の計算） 

第20条 区長は、第１８条第２項の規定により延滞金の納付を求めた場合において、返

還を求めた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の

期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額と

する。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第 21条 補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約金又は延滞金の全

部又は一部を納付しない場合において、他の同種の事務又は事業について交付すべき補

助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と

未納付額とを相殺するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

 補助事業における対象工事                

区分 内容 

（１）施設の一部改修 経年劣化により使用に堪えなくなり、改修

が必要となった浴室、食堂等の改修工事や

外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 

（２）施設の付帯設備の改造 経年劣化により使用に堪えなくなり、改修

が必要となった給排水設備、電気設備、ガ

ス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設

備の改造工事 

（３）施設の模様替 ① 入所者の生活環境の改善を目的として

行う居室、浴室、食堂等の内部改修工事 

② 居室と避難通路（バルコニー）等との

段差の解消を図る工事や自力避難が困難

な者の居室を避難階へ移すための改修等

防災対策に配慮した施設の内部改修工事 

（４）環境上の条件等により必要と

なった施設の一部改修 

アスベストの処理工事及びその後の復旧等 

に関連する改修工事 

（５）消防法、建築基準法等関係法

令の改正により、新たにその規

定に適合させるために必要と

なる改修 

消防法設備等（スプリンクラー設備等を除

く。）について、消防法令等が改正されたこ

とに伴い、新たに必要となる設備の整備 

（６）土砂災害等に備えた施設の一

部改修等 

① 土砂災害等危険区域に設置されている

施設の防災対策上、必要な補強改修工事

や設備の整備等 

② 緊急災害時用の自家発電設備の整備 

 

 

別表２（第５条関係） 

補助基準額（特別養護老人ホーム（併設ショートを含む。）） 

 基準単価（単位：円） 適用単位 

補助基準額 120,000,000 １施設当たり 

注）実績に基づき区の予算の範囲内で交付する。 

 

 

 



別記第１号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

 

所在地 

法人名 

代表者 

 

 

 

板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金交付申請書 

 

 

 

標記の件について、下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額      金               円 

 

２ 添付書類 

（１）補助事業の計画書及びこれに係る収支予算書 

（２）前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

 

所在地 

法人名 

代表者 

 

 

 

板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金変更交付申請書 

 

 

 

標記の件について、下記のとおり補助金の変更交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額      金               円 

 

２ 添付書類 

（１）補助事業の変更計画書及びこれに係る変更後の収支予算書 

（２）工事請負契約書の写、設計監理契約書の写 

（３）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

様 

 

板橋区長 

 

 

 

板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった、板橋区旧区立特別養護老人

ホーム施設整備補助金について、下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定額   金               円 

 

 

２ 補助条件    別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

様 

板橋区長 

 

 

 

板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金不交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった、板橋区旧区立特別養護老人

ホーム施設整備補助金について、下記の理由により不交付決定したので通知

します。 

 

 

記 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第５号様式（第 12条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

 

所在地 

法人名 

代表者 

 

 

 

板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金実績報告書 

 

 

 

標記の件について、下記のとおり実績報告をします。 

 

 

記 

 

 

１ 精算額      金               円 

 

２ 添付書類 

（１）補助事業の計画書及びこれに係る収支決算書 

（２）事業の完了を確認できる全景及び室内主要部分の写真 

（３）工事請負契約書の写、設計監理契約書の写 

（４）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第６号様式（第 13条関係） 

 

  年  月  日 

 

様 

 

板橋区長 

 

 

 

板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金確定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで交付決定のあった、板橋区旧区立特別養護老人

ホーム施設整備補助金について、下記のとおり補助金額を確定したので通知

します。 

 

  

記 

 

 

１ 交付確定額    金               円 

 

 

２ 交付決定額    金               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第７号様式（第 14条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

 

所在地 

法人名 

代表者 

 

 

板橋区旧区立特別養護老人ホーム施設整備補助金交付請求書 

 

 

 

  年  月  日付けで交付決定のあった、板橋区旧区立特別養護老人

ホーム施設整備補助金について、下記のとおり交付請求します。 

 

  

記 

 

 

１ 請求額    金             円 

 

 

２ 添付書類 

（１）口座振替依頼書 

（２）前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記第８号様式（第 15条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

 

所在地 

法人名 

代表者 

 

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

 

  年  月  日付けで交付決定のあった板橋区旧区立特別養護老人

ホーム施設整備補助金について、交付決定通知書により付された条件に基づ

き、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金確定額又は事業実績報告額 

      金             円   

 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額 

                  金             円   

 

 

（注）別添参考となる書類（２の金額の積算内訳等） 

 

 

 


